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令和２年度

子育て世帯への臨時特別給付金の給付について
　このたび、令和２年４月７日に閣議決定された「新型コロナウイルス感染症緊急経済対策」において、

「子育て世帯に関しては、児童手当（本則給付）を受給する世帯に対し、その対象児童一人あたり１万
円を上乗せする臨時特別の給付金を支給する」こととされました。
　それを受けて、安平町でも、支給対象者の皆様に本給付金の支給を開始します。

支給対象者
　①令和２年３月 31 日時点で安平町に居住していた令和２年４月分の児童手当受給者（公務員
　含む）。
　　※令和２年４月分の特例給付受給者（平成 30 年の所得が児童手当の所得制限限度額以上の
　　方）は対象になりません。
　②児童が４月から新高校１年生となった、令和２年２月 29 日時点で安平町に居住していた児
　童手当受給者（公務員含む）。
　　※令和２年３月分の特例給付受給者（平成 30 年の所得が児童手当の所得制限限度額以上の
　　方）は対象になりません。
申請について
　①公務員以外の児童手当受給者
　　　本給付金の支給を受ける方は、特に申請等の手続きは必要あ
　　りません。
　②公務員の児童手当受給者
　　　公務員の児童手当受給者の方については、申請が必要となり
　　ます。
　　　申請書に所属庁からの証明が必要となりますので、児童手当現況届と併せて所属庁に提出　　　　　　

し、所属庁の証明を受けた上で、安平町へ申請してください。
　　　なお、申請期限は令和２年 10 月 30 日㈮までとなります。申請書の様式は安平町ホームペー
　　ジに掲載しております。
支給方法
　①公務員以外の児童手当受給者
　　　令和２年６月５日の児童手当定期支給と同日に本給付金の支給手
　　続きに入らせていただきます。支給については、児童手当で指定さ
　　れている口座に振り込ませていただきます。
　②公務員の児童手当受給者
　　　安平町で申請書受付後、申請書で指定された口座へ振込させてい
　　ただきます。
問合せ
　健康福祉課福祉グループ　☎㉙ 7071
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新型コロナウイルス感染症緊急経済対策

特別定額給付金について

特別定額給付金とは？
　緊急事態宣言の下、人々が連帯して、一致団結し、見えざる敵との闘いという国難を克服しな
ければならないという状況の中、医療現場をはじめとして全国各地のあらゆる現場で取り組んで
おられる方々への敬意と感謝の気持ちを持ち、簡素な仕組みで迅速かつ的確に家計への支援を行
うものです。
給付対象者は？
　基準日（令和２年４月 27 日）に、安平町の住民基本台帳に記録さ
れている方が対象です。
　　※基準日以前に、住民票を消除されていた方で、基準日において、
　　日本国内で生活していたが、いずれの市区町村の住民基本台帳に
　　も記録されておらず、かつ、基準日の翌日以後初めて市区町村の
　　住民基本台帳に記録されることとなった方を含みます。
　　※外国人のうち、短期滞在者及び不法滞在者は、住民基本台帳に
　　記録されていないため対象外です。
給付額は？
　給付対象者１人につき 100,000 円（支給は 1 回のみです）
申請期限は？
　安平町では、５月 11 日㈪から８月 31 日㈪までの期間で申請を受け付けています。
　（予定より早く申請書の送付が完了したため、受付開始日も変更となっております。）
支給時期は？
　申請受付後、５月 28 日㈭から順次指定の口座へ振込開始します。
　　※安平町では５月 11 日に特別定額給付金の申請書を郵送しておりますが、該当すると思わ
　　れる方で、申請書が届いていない方や該当するかどうか確認したい方は、役場健康福祉課へ
　　お問い合わせください。
ご注意　
・申請時期や支給時期は、各市町村によって異なります。
・この給付金に関して、給付を装った「振り込め詐欺」や「個人情報詐欺」にご注意ください。
　●安平町や総務省などが ATM（銀行・コンビニなどの現金自動支払
　機）の操作をお願いすることは、絶対にありません。
　●安平町や総務省などが住民の皆様の世帯構成や生年月日等の個人
　情報を照会することは、絶対にありません。
問合せ
　健康福祉課福祉グループ　☎㉙ 7071

「特別定額給付金」の申請受付期間は、８月 31 日㈪までとなっています。

「特別定額給付金」について
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新型コロナウイルスにかかる安平町経済対策飲食事業者等支援金について
１　概要

問合せ

２　対象事業者・支給要件等

３　申請手続き

　北海道では、新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため、新型インフルエンザ等対策特別措置法
に基づく緊急事態措置として、事業者に対し休業等が要請されています。
　北海道が実施する支援金の対象となる法人及び個人事業者のうち、北海道からの支給額が 30 万円
に満たない事業者を対象とし、支給額の上乗せを行います。
　また、北海道の支援金で対象外の酒類を提供しない飲食店に対しても、安平町が独自に支援します。

北海道休業要請専用ダイヤル【対象１．２．３の方】
　☎ 011‒206‒0104 または☎ 011‒206‒2016　受付時間：８時 45 分から 17 時 30 分まで（土、日、祝日も開設）
産業経済課商工労働観光グループ【対象４の方】
　☎㉒2515　受付時間：８時 30 分から 17 時 15 分まで（平日）

対象者

対象者１ 対象者２ 対象者３ 対象者４
道の休業要請・協力依頼
対象施設を営む法人

道の休業要請・協力依頼
対象施設を営む個人事業
者

酒類の提供がある飲食店
で 19 時以降、酒類の提
供をやめた事業者

酒類の提供がない飲食店

法人 個人事業者 法人・個人事業者

道の給付
30 万円 20 万円 10 万円 対象外

町の給付
対象外 10 万円 10 万円 10 万円

対象施設 スナック、ボウリング場、パチンコ、学習塾、ピ
アノ教室、フォトスタジオなど

居酒屋、レストラン、食堂など

支給要件

４月 25 日～５月 15 日まで継続して休業すること ・４月 25 日～５月 15 日
まで継続して酒類の提供
時間を短縮（19 時まで） 
・感染防止対策の実施

ー

対象者１．２．３ 対象者４
申請先 北海道 安平町役場産業経済課

申請方法

電子または郵送
【郵送先】〒 060‒8588（住所不要）
　　　　　　北海道休業協力・感染リスク低減支援金事業申請受付
　　　　　　※道へ申請した方は、町への申請は不要です。

郵送または持参

申請期限 ７月 31 日㈮

申請書類

①申請書（道の申請様式）
②施設の実態や業種が確認できる資料
　・確定申告書の写し
　・各種法規に基づく営業許可書の写しなど
③休業状況が確認できるもの
　・対象期間中に休業していたこと、酒類の提供時間を短縮していたこ
　　とがわかる店頭広告チラシや施設写真、ホームページの写しなど
④感染拡大リスクを低減する自主的な取り組み内容
　・自主的な取り組み内容が記載された書類、取り組み内容が記載され　　
　　た店頭広告チラシや写真、ホームページの写しなど
　　（自主的な感染防止対策の例）
　　　・３密（密閉・密集・密接）防止：換気や行列間隔の工夫など
　　　・飛沫感染、接触感染防止：従業員のマスク着用など
　　　・移動時の感染防止：時差出勤、在宅勤務など
⑤誓約書（道の様式）
⑥通帳の写し
⑦本人確認書類の写し（個人事業者のみ）

①申請書（町の申請様式）
②誓約書（町の様式）
③通帳の写し

道の支給

道の支援金に町が上乗せ支給 町の独自支給
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公営住宅・特公賃住宅・町営住宅入居者募集
募集期間　６月１日㈪～６月 15 日㈪

○案内書および申込書の配布・受付（土、日曜日を除く）
　申込受付期間：６月１日㈪～６月 15 日㈪　８時 30 分～ 17 時 15 分
○受付場所
　・建設課施設グループ（総合庁舎）
　・住民サービス課（総合支所）
○必要なもの
　入居申込書及び同意書、世帯全員の所得証明書の写し（最新のもの）、
世帯全員の住民票の写し、世帯全員が市町村民税を滞納していないことの
証明書の写し、マイナンバーカード（個人番号カード）または通知カード
○抽選日時・場所
　募集住宅に対して重複した場合は、下記の日程で抽選を行います。抽
選場所は地区によって異なります。
　早来地区分　６月 17 日㈬　９時 30 分～総合庁舎
　追分地区分　６月 17 日㈬ 13 時 30 分～総合支所
○募集予定団地（募集予定団地は変更となる場合がありますので、受付
場所でご確認ください。）
　早来地区：遠浅南公営住宅、早来あかね公営住宅、早来さつき公営住宅、 
　　　 　 　 早来大町東公営住宅
　追分地区：追分南公営住宅、追分中央公営住宅、追分北公営住宅
　単身者用：追分カームビレッジ特定単身者住宅、遠浅アイリス特定単身
　　　　　　者住宅
※令和２年７月１日より契約、15 日以内に入居可能な方に限ります。
※胆振東部地震により被災された方を優先します。

問合せ　建設課施設グループ　☎㉒2516

　　　　【広報笑顔（スマイル）】
　　　　発行／安平町　
　　　　企画・編集／総務課情報グループ
　　　　〠 059‒1595 安平町早来大町 95 番地
　　　　（☎㉒2511・FAX ㉒2026）
安平町ホームページ
　https://www.town.abira.lg.jp
安平町フェイスブック公式ページ
　https://www.facebook.com/town.abira　

お願い 
　公衆浴場として営業していますので、新型コロナウイ
ルス感染拡大防止のため、体調不良の方は入浴を控えて
いただき、入館にあたり手指の消毒、咳エチケットのご
協力をお願いします。

【６月の休館日】９日・23 日（第２・４火曜日）
ぬくもりの湯　☎㉕2968（営業時間 11 時～ 22 時）

　新型コロナウイルスの感染拡大を防ぐための対応（制
限）を行います。ご遺族の方々や関係者の皆様方には、
ご不便ご迷惑をおかけしますが、クラスターの発生を防
ぎ、斎場の施設運営を継続するためにも、ご理解とご協
力をお願いします。
　今後の対応については、町ホームページ、あびらチャ
ンネル（d 放送）などでご確認ください。

問合せ　　税務住民課住民生活グループ　☎㉒2940

ぬくもりの湯からのお知らせ 斎場の利用について
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あびら！おうちdeミッション！あびら！おうちdeミッション！
　ゴールデンウィークが目前に迫った４月 28 日。
　 急遽安平町公式 Facebook や YouTube で動画の投稿が始まり、５月１日には、あびらチャンネル
でも放送が始まった企画、「あびら！おうち de ミッション！」。今回は、この事業を紹介します！
※本動画は、十分に距離をとって撮影しています。
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地域安全ニュース
令和２年 5 月 20 日発行
令和２年度第 2 号
安平町防犯協会・苫小牧地方防犯協会

訴訟を装う架空請求にご用心！訴訟を装う架空請求にご用心！
　今年も架空請求と思われる「訴訟最終警告書」や「訴訟による差押命令」などの文書が町内に届い
ているとの情報が入ってきています。このような訴訟を装った架空請求の手口は全国的に年々増えて
おり、その手口は巧妙化してきているそうです。
　自分宛に届いた文書に「訴訟」や「差押」などの文字があると驚いてしまいますが、下記を参考に
冷静に対処し、絶対に騙されないようにしましょう！

・ 例 1　ハガキによる最終告知のお知らせ　
　「未納料金について裁判所へ民事訴訟の訴状申し入れがなされた。」「後日管轄裁判所より呼出状が
発行される。」「裁判を欠席すると、相手の言い分どおりに判決が言い渡され、差し押えを執行され
る。」などの内容が記載されたハガキが届くパターンです。
 ◉ 大切なお知らせが、配送者にも内容が見える状態のハガキで届くことはありません。
 ◉ 民事訴訟管理センター、国民訴訟通達センター、東京財務管理局は実在しない行政機関です。

・ 例２　封書による裁判所を装った訴訟および差押命令　
　「支払未納金などについて、民事訴訟された。」「連絡がない場合、財産について差押命令書のとお
り執行する。」「取り下げの相談に乗るので連絡してください」などの内容が記載された文書が裁判
所名義等で封書により届くパターンです。（右図参照）
 ◉ 裁判所からの民事訴訟通知などは必ず「特別送達」
により本人または関係者へ手渡しで送達され、封筒表
面に「特別送達」の赤印字、裏面に郵便送達報告書用
紙の貼付、文書には裁判官・書記官等の公印があります。
普通郵便で届いた場合は詐欺の可能性が高いので注意
してください。

・例３　裁判所の督促手続・少額訴訟手
続を悪用した架空請求
　ごく稀なケースですが、悪徳事業者が未払金に対す
る架空訴訟を裁判所に申し立てることがあり、裁判所
では架空かどうかを見分けられないため受理されてし
まう場合があります。その場合、そのまま放置したり、
誤った対応をしたりすると敗訴となってしまうのでご
注意ください。
　もし、身に覚えのないのに裁判所から文書が特別送
達された場合は、弁護士や北海道立消費生活センター

（☎ 050‒7505‒0999）へすぐ相談してください。

不審者や不審車両を見かけたら
警察署・最寄りの駐在または役場総務課までご連絡を！

苫小牧警察署　☎ 0144㉟ 0110　追分駐在所　☎㉕2003　安平駐在所　☎㉓2339
早来駐在所　☎㉒2030　遠浅駐在所　☎㉒2211　　役場総務課　☎㉒2511

　図　送付された文書の例


